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• 計画に沿った個別事業の
実施

•施策の目標指標、施策の
達成状況、個別事業の実
績の把握、点検・評価

•６つの施策の基本方針を実
現するために掲げた２１の
施策の目標と、４７の施策
の目標指標

•施策の基本方針毎、個別
事業毎に見直しを図り、今
後の取組の方向性を検討
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■「のびのびあおもり子育てプラン」（後期計画）の進行管理

１ 報告書の作成及び公表にあたって

・プランの着実な推進を図るため、プランに掲げた６つの
「施策の基本方針」に関連する個別事業の実施状況及び
各施策の達成状況を毎年度、把握、点検・評価し、その結
果を次年度以降の施策に適切に反映させ、効果的・効率
的な予算編成や事業実施につなげるＰＤＣＡサイクルによ
り進行管理を行う。

・進行管理については、「青森県子ども・子育て支援推進本
部」を設置し、全庁的な体制の下、部局横断的に各年度に
おいて実施状況を把握・点検するとともに、子育てに関す
る団体や民間の有職者等で構成する「青森県子ども・子育
て支援推進会議」と連携しながら、今後の取組の方向性を
検討する。

・結果については、毎年１回、青森県次世代育成支援行動
計画「のびのびあおもり子育てプラン」（後期計画）の年度
報告書としてホームページに掲載して公表するとともに、県
民の意見等を聴取しながら、その後のプランの見直しなど
に反映させる。
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青森県子ども・子育て支援推進本部（庁内）
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図：ＰＤＣＡサイクルによる進行管理イメージ図1ページ



２ のびのびあおもり子育てプランの概要

① プラン策定の趣旨

■少子化危機突破のための緊急対策
◇３本の矢
①子育て支援をより一層強化
②働き方改革をより一層強化
③結婚・妊娠・出産支援の追加
◇結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援
■平成26年4月に次世代育成支援対策推進法が
改正され、有効期限を10年間延長

平成１７年２月

青森県次世代育成支援行動計画「わくわくあおもり子育てプラン」
（前期計画）策定(H17～H21)

平成２２年２月

青森県次世代育成支援行動計画「わくわくあおもり子育てプラン」
（後期計画）策定(H22～H26)

令和２年３月

青森県次世代育成支援行動計画「のびのびあおもり子
育てプラン」（後期計画）策定(R2～R6)

青森県基本計画 「選ばれる青森」への挑戦 等

次世代育成支援の視点から推進

「のびのびあおもり子育てプラン」（後期計画）

青森県母子保健計画
青森県子ども・子育て
支援事業支援計画

その他の子ども・
子育て支援施策

② プランの性格・位置付け

■本計画は「青森県子ども・子育て支援事業支援計画」、「青森県母子保健計画」及び
「青森県社会的養育推進計画」と一体的に作成

整合

■令和２年度～令和６年度（５年間）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

前期計画

後期計画見直し適宜見直し

③ プランの期間

平成２７年３月

青森県次世代育成支援行動計画「のびのびあおもり子育てプラン」
（前期計画）策定(H27～R1)

①これまでの取組の成果・課題

②次世代育成支援対策推進法に基づく国の「行動
計画策定指針」の改正
③平成30年度青森県「子ども子育てに関する調
査」の結果
などを踏まえて後期計画を策定

青森県社会的養育推進計画一体的に策定
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子どもとともに、親とともに、地域とともに育ち合い、一人ひとりが安心と幸せを実感し、
結婚・妊娠・出産・子育てに希望と喜びを持てるふるさと青森県をめざします

■すべての子どもが幸せに育つことを大切にする視点

■すべての親が子育てを楽しみ、親として育つことを大切にする視点
■すべての人が結婚・妊娠・出産・子育てに関心を持ち、地域の支え合いを大切にする視点

あたたかい家庭、ふれあいのある
地域の中で、子どもが心豊かに健
やかに育つ青森県

社会全体で、結婚・妊娠・出産・子
育てを支え合い、安心して子どもを
産み育てられる青森県

県民一人ひとりがお互いを大切
にし、男女が共に子育てを楽し
める青森県

基本的視点

基本理念

基本目標

施策の
基本方針

（１）結婚の望み
をかなえるために

－社会全体で結
婚したい男女を応
援します－

（２）安心して子ど
もを産むために

－妊娠・出産と健
やかな成長を支
援します－

（３）安心して子ど
もを育てるために

－社会全体で子
育て支援を推進し
ます－

（４）特に支援が必
要な子どもが健や
かに育つように

－様々な環境にあ
る子どもや家庭を
支援します－

（５）健やかに心豊
かに育つように

－豊かな心、命を
大切にする心を育
む支援と健全育
成を推進します－

（６）安全・安心な子
育てをするために

－子どもが安全に
生活できる環境づく
りを支援します－

結婚 妊娠・出産 子育て
特に支援が
必要な子ども

健全育成
安全・安心な
環境づくり

３ 施策の体系
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（３）安心して子どもを育てる
ために

－社会全体で子育て支援を
推進します－

結婚を社会全体で支援する取組の推進

母性及び子どもの健康の確保・増進

新・放課後子ども総合プランの推進

子どもの権利擁護の推進

次代の親の育成の推進

子どもの生きる力、豊かな心の育みの支援

いじめや不登校、少年非行などに対する対策の充実

命を大切にする心を育む環境づくりの推進

自然とふれあう体験交流の促進

学校・家庭・地域の連携強化による社会全体の教育力の
向上

子どもの安全の確保

子育てを支援する生活環境づくり

子どもの非行防止と健全な社会環境の形成

子どもへの虐待防止対策の充実

ひとり親家庭等へのきめ細かな取組の推進

障害のある子ども等への支援の充実

男女の出会いにつながるサポート体制の充実

妊産婦・乳幼児に対する支援の充実／学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実／子どもの健やかな成長を見守り育む地
域づくりの推進／食育の推進／周産期・小児医療の充実／小児慢性特定疾病対策の推進／不妊・不育に悩む方に対する支援の充
実

地域における子育て支援の総合的な推進／子育ての経済的負担の軽減／子育てに関する学習機会・情報提供の充実／子育て支援
機関のネットワーク化推進／地域における人財育成

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的運営の推進

（５）健やかに心豊かに育
つように

－豊かな心、命を大切に
する心を育む支援と健
全育成を推進します－

学校・家庭・地域における人権教育の推進／子どもの権利擁護の普及啓発

思春期性教育の推進／若年者の就業意識の醸成・啓発活動の推進

確かな学力の向上／豊かな心の育成／新しい時代に対応した教育の推進／スポーツ・芸術文化活動の振興／健やかな体の育成／信
頼される学校づくり

いじめや不登校などに対する対策の充実／少年非行等に対する関係機関とのネットワークづくりの推進／被害に遭った子どもの保護の
推進

命を大切にする心を育む県民運動の推進／命を大切にする心を育む教育の推進

自然環境の保全とふれあいの推進／都市と農山漁村との交流の促進／地域食文化体験活動の推進

家庭教育の向上／地域の教育力の向上

ワーク・ライフ・バランスの推進／育児休業取得への意識啓発の推進／家事・育児などの家庭生活における男女共同参画の推進／農
山漁村における仕事と子育てが両立できる環境づくりの推進

（６）安全・安心な子育てを
するために

－子どもが安全に生活
できる環境づくりを
支援します－

安全な道路交通環境の整備／子どもの交通安全を確保するための活動推進／子育てにやさしいまちづくりの推進／犯罪等の被害から
子どもを守る活動の推進／安全・安心なまちづくりの推進／災害から子どもを守る活動の推進

子育てを支援する良質な住宅確保への支援／子育てを支援する良好な居住環境確保への支援

特別支援教育の充実／障害のある子どもに対する相談・療育支援の充実／医療的ケア児の支援体制の整備

当事者である子どもの権利擁護の強化／里親等への委託の推進／特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築／施設の小規模
かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた支援／社会的養護により育った子どもへの自立支援の推進／児童相談
所の相談体制等の強化／一時保護改革の推進／市町村の子ども家庭支援体制の構築等に向けた支援

子ども虐待の発生予防・早期発見に向けた取組の推進／子ども虐待への迅速・的確な対応の徹底

子どもの非行防止と非行のある子どもの指導の充実／子どもを取り巻く有害環境対策の推進

（４）特に支援が必要な子
どもが健やかに育つよ
うに

－様々な環境にある子ど
もや家庭を支援します－

（１）結婚の望みをかなえる
ために

－社会全体で結婚したい男
女を応援します－

（２）安心して子どもを産むた
めに

－妊娠・出産と健やかな成長
を支援します－

幼児期の教育・保育等の推進

地域における子育て支援サービスの充実

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）実現のための
働き方の見直し

区域の設定／各年度における幼児期の教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保／教育・保育の一体的提供及び推進体制の確
保／子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保／教育・保育等の従事者の確保及び資質の向上／地域子ども・子育て支
援事業に関する提供体制の確保／市町村の区域を越えた広域的な見地からの調整／教育・保育情報の公表

結婚から子育ての切れ目のない支援の推進／結婚を含めた将来のライフプランニング支援の推進結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の推進

施策の基本方針 施策の目標 施策の内容

社会的養育の推進

ひとり親家庭等に対する支援の充実

４ 施策の内容
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○結婚を社会全体で支援する取組の推進
○結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の推進

R２ 主な事業等の実施状況

施策の目標 施策の目標指標

施策の基本方針 １ 結婚の望みをかなえるために －社会全体で結婚したい男女を応援します－

• 結婚を希望する男女に対して新たな出会い
の機会を提供するため、マッチングシステ
ムの運用を目指す

• 働きやすい環境づくりの推進に向け「あお
もり働き方改革推進企業認証制度」のさら
なる普及

○男女問わず全ての労働者が
働きやすい環境づくりを推進
するとともに労働者の仕事と
結婚から子育ての希望の実現
を目的として、若者の雇用安定、
女性の継続就業・活躍推進、男性の家庭参画や
ワーク・ライフ・バランスの推進等「働き方改
革」に取り組む企業を県が認証する「あおもり
働き方改革推進企業認証制度」をH29年度から運
用している。
○認証制度の周知のため、県広報媒体を活用し
た広報活動のほか、認証企業の取組事例を掲載
した「働き方改革推進企業検索サイト」の運用
を行った。

R2年度新規認 累計

認証企業数 18社 138社

課題

• 婚姻率の向上に向けて、結婚したい男女の
希望を叶えるため、男女の出会いにつなが
るサポート体制の強化

• 合計特殊出生率の向上に向けて、各ライフ
ステージにおける切れ目のない支援の実施

5事業 【35,552千円】

今後の取組の方向性

結婚応援プロジェクト事業 「みんなで子ども・子育てを応援！」推進事業
（仕事と結婚・子育て両立応援事業）

○あおもり出会いサポートセンターを運営し、結婚
を希望する方に対する情報提供を行った。
○結婚支援に携わる県、市町村、民間団体の連携を
強化するため「青森県結婚応援ネットワーク会議」
を開催した。
○WEBでの婚活イベントやセミナーの開催に当たっ
て集客や開催方法等に課題を抱えている市町村や民
間団体に対し、企画や運営のノウハウを持った民間
のアドバイザーを派遣した。
○ R4年度からのマッチングシステムの導入に向け、
システムの運用形態の検討を進めるとともに、マッ
チングシステムを導入している先進自治体（愛媛
県）及びマッチングシステム開発企業を講師として
招き、市町村を対象とした勉強会を開催した。

目標指標
プラン策定時
（H30）

R2年 R6年

実績 目標値

婚姻率
3.8

3.3
(概数）

増加

／人口千対

合計特殊出生
率

1.43
1.33

（概数）
増加

平均初婚年齢

男30.8歳 男30.7歳

低下

女29.0歳
女29.1歳
（概数）

第一子出生時
の母の平均年
齢

30.0歳 R3.9公表 低下
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施策の基本方針 ２ 安心して子どもを産むために －妊娠・出産と健やかな健康を支援します－

○母性及び子どもの健康の確保・増進

施策の目標指標 （一部抜粋）施策の目標

R2 主な事業の実施状況

・妊産婦、乳幼児の健康を確保、増進するための支援の充実
・不妊に悩む方に対する支援の充実

課題

○妊産婦・乳幼児に関する保健
の充実のため、高リスク妊産婦
への支援、妊産婦に対する健康
管理等の情報発信、乳幼児医療
費給付事業に対する助成を行っ
た。また、周産期・小児医療の
充実のため、周産期医療システ
ムによる医療連携、周産期専門
医、産科医、新生児医療担当医
確保対策等を行った。

○不妊に悩む方への支援として、相談
センター設置による相談体制の整備、
特定不妊治療費助成を行った。

・妊産婦やハイリスク新生児情報共有システム等を活用した妊娠初期から産じょく期
までの一貫した支援

・精神的支援が必要な妊産婦に対するメンタルヘルスケアの強化
・特定不妊治療に係る経済的、精神的負担の軽減

今後の取組の方向性

30事業 【1,356,708千円】

周産期医療システム運営事業他

○小児慢性特定疾病を抱える児童等の
健全育成を図るため、医療費助成、家
族に対する情報提供のほか、必要な支
援について関係者と協議を図った。

小児慢性特定疾患対策費 他

目標指標
プラン策定時 R2年 R6年

実績 目標値

乳児死亡率

2.1
2.39

（概数）
全国平均
以下

/出生千対（H26～30平均）
/出生千対（H28～

R2平均）

全出生数中の低出生体重児の割合 9.9%（H30） 8.6%(概数) 減少

むし歯のない３歳児の割合 75.4%（H29) R3.8公表 90.0%

妊婦の喫煙率 2.6%（H30) R3.8公表 0%

育児期間中の両親の喫煙率
父45.2%

母9.0%（H30)
R3.8公表 父36.0%

母6.0%

妊婦の飲酒率 1.8%（H30） R3.8公表 0%

子どもの医療電話相談(#8000)を知っている親の割合
81.3%（H30）

R3.8公表 90.0%

子どものかかりつけ医を持つ親の割合 医師79.3%
R3.8公表

医師85.0%

歯科医師50.5%（H30) 歯科医師55.0%

仕上げ磨きをする親の割合 75.9%（H30） 81.8%

十代の自殺死亡率
6.9 R3.12公表

減少
/人口10万対（H30）

児童、生徒における痩身傾向児の割合（高2女） 2.8%（H30) R3.7公表 1.4%

児童、生徒における肥満傾向児の割合（小５） 11.4%（H30) R3.7公表 10.0%

十代の喫煙率 中1男0.2% 女0.2%
― 0%

高3男1.1% 女0.3%（H27)

十代の飲酒率 中1男3.6% 女4.2%

― 0%
高3男7.2% 女6.7%（H27)

この地域で子育てをしたいと思う親の割合 92.9%（H30） R3.8公表 94.2%

妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮されたと思
う勤労妊婦の割合

91.7%
R3.8公表 93.9%

（H30）

子育て世代包括支援センターの実施市町村数 ７市町村(H31.4) 32市町村
40市町村

乳幼児揺さぶられ症候群（ＳＢＳ）を知っている親の割合

3･4か月児 97.8% (H30) R3.8公表

100%

○子ども家庭総合支援拠点及び子育て
世代包括支援センターの設置促進のた
めの市町村支援を行った。

○学童期からの保健対策として、薬
物乱用防止の推進、学校への訪問歯
科指導を始めとした学校保健総合支
援、県民の自主的な食育活動を図る
ため食育県民運動等を行った。

乳児死亡率
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施策の基本方針 ３ 安心して子どもを育てるために －社会全体で子育て支援を推進します－

○幼児期の教育・保育等の推進
○新・放課後子ども総合プランの推進
○地域における子育て支援サービスの充実
○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）実現のための働き方の見直し

施策の目標指標 （一部抜粋）施策の目標

・待機児童解消のため、需要の高い地域・施設の受け皿
確保、０～２歳児の定員増、職員の処遇・労働環境の
改善による保育士の確保

・放課後児童クラブの量の増加と質の確保、放課後子ど
も教室との一体的運営の推進

・子育て家庭を社会や地域全体で温かく見守り、支え合
う社会の実現に向けた「地域ぐるみの子ども・子育て
支援」の推進

R2 主な事業の実施状況

○地域子ども・子育て支援事業の充実

○保育士等の確保・定着と満足度の高い保育の提供を図るため、
保育所等を経営する法人の職員待遇や職場環境の改善及び保育
サービスの充実等に関する取組等を評価する認証制度の運用を
行った。
○潜在保育士の再就職支援、勤務する保育士の相談支援を行う
とともに、保育士人財バンクの運用を行った。また、保育の質
を高めるための研修を実施した。

○中小企業等における女性活躍推進の
取組を加速化させるため、モデル企業
における実践的な取組を県内企業に波
及させるとともに、夫婦のパートナー
シップ形成における家事参画に向けた
料理教室を実施した。
○農山漁村における女性の経営参画に
よる経営力強化と地域の活性化に向け、
各種セミナーの開催や、女性リーダー
の認定を実施した。
○本県出身の県外女子学生の還流及び
県内女子学生の県内就職及び若手女子
社員の県内定着を促進し、県内におけ
る女性労働力確保につなげるためセミ
ナーを実施した。 課題

・保育所等における年度途中からの待機児童発生と保育
人材の確保

・「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児
童対策の推進が必要

・地域における子育て支援サービスの充実が必要

30事業 【1,554,703千円】

保育サービス事業所等認証評価制度事業 他

女性の活躍推進加速化事業 他

対象 事業名 指標
基準値 実績 目標事業量

（R1） （R2） （R6）

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
対
象

利用者支援事業 実施箇所数 19か所 29か所 43か所

地域子育て支援拠点
事業

実施箇所数 98か所 96か所 111か所

ファミリー・サポート・
センター事業

利用延人員 3,033人日 6,471人日 8,956人日

一時預かり事業 利用延人員
483,550
人日

581,810
人日

415,730
人日

子育て短期支援事業 利用延人員 390人日 357人日 759人日

共
働
き
家
庭
対
象

延長保育 利用実人員 4,543人 4,877人 12,200人

病児・病後児保育 利用延人員
8,653
人日

8,142
人日

16,197
人日

放課後児童クラブ
登録児童数 14,237人 15,188人 15,885人

（放課後児童健全育成事業）

目標指標
プラン策定時 R2年 R6年

実績 目標値

保育所等の待機児
童数(10月時点)

15人
0人 0人

（R1）

男性の育児休業取
得率

2.1%
10.7％ 6.2%

（H30）

理想とする子ども
の数の平均と予定
とする子どもの数
の平均の差

理想2.60人

― 減少
予定2.33人

理想＞予定0.27
（H30）

子育てする上で、
辛さ、不安、悩み
を 持 っ て い る
（持っていた）人
の割合

81.0%

― 減少

（H30）

「みんなで子ども・子育てを応援！」推進事業
（キャンペーン事業）

○社会全体で子ど
も・子育てを応援
する気運醸成を進
めるため、またコ
ロナ禍での自宅で
の子育てを応援す
るため、インスタ
グラムを活用した
「あおもりおうち
で子育て応援キャ
ンペーン」を実施
した。

今後の取組の方向性
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施策の基本方針 ４ 特に支援が必要な子どもが健やかに育つように
－様々な環境にある子どもや家庭を支援します－

○子どもへの虐待防止対策の充実
○社会的養育の推進
○ひとり親家庭等へのきめ細かな取組の推進
○障害のある子ども等への支援の充実

施策の目標指標（一部抜粋）施策の目標

R2 主な事業の実施状況

・関係機関が連携しヤングケアラーを早期に発見して適切
な支援に繋げる

・児童相談所と女性相談所や配偶者暴力相談支援センター
との連携を強化し適切な支援に繋げる

・既存の社会資源を活用し、学習支援や食事提供を行う
「子どもの居場所」づくりを促進

・ひとり親家庭が相談しやすい体制づくりや制度の利用を
高める取組の実施

・医療的ケア児に対する理解を深め、市町村・保育所等の
受入体制の整備・支援

今後の取組の方向性

○増え続ける児童虐待に対し、子ども虐待防
止対策として、市町村と児童相談所の連携を
目的とした市町村要保護児童対策地域協議会
ステップアップ研修や、地域の児童福祉関係
職員に対する児童虐待に係る研修を実施した。
○里親制度の普及啓発、里親の資質向上を図
るための研修、里親に対する相談・援助など、
里親支援を総合的に実施した。

○貧困などの様々な課題を抱える子どもや保
護者への支援が届くようにするため、介護保
健施設や保育所等の既存の社会資源を活用し、
学習支援や食事提供を行う「子どもの居場所
づくり」を行った。
○ひとり親家庭等の経済的自立を図るため、
就業支援、資格取得経費等の助成、母子父子
寡婦福祉資金の貸付け、児童扶養手当の支給、
ひとり親家庭等の医療費助成を行った。
○子どもの貧困対策として、低所得世帯の児
童の大学入学時に必要となる一時金に充てる
ための奨学金を貸与した。

・表面化しにくいヤングケアラーの実態把握
・児童虐待対策とDV対策連携強化
・貧困など様々な課題を抱えている子どもや保護者を支援
するための仕組づくり

・生活基盤が脆弱なひとり親家庭の生活や雇用の安定のた
めの取組、経済的支援の強化

・医療的ケア児の認知度が低く、市町村・保育所等の受入
れが低調

課題

42事業 【5,686,021千円】

地域とつながる子どもの居場所づくり促進事業 他要保護児童支援者研修事業 他

949 1073
1413

1620 1749

293 381 521 579 566

0

1000

2000

H28 H29 H30 R1 R2

児童虐待相談対応件数

青森県 市町村

目標指標
プラン策定時 R2年 R6年

実績 目標値

乳幼児期に体罰や暴言等に
よらない子育てをしている
親の割合

3・4か月 95.9%
1・6歳児 86.2%
3歳児 70.4% R3.8公表 増加

（H30）

里親等委託率 27.8%
29.8% 37.5%

（H30）

母子寡婦福祉資金の周知度 36.7%
― 増加

（H26）

市町村子ども家庭総合支援
拠点の実施市町村数

2市町村

7市町村 40市町村
（H31.4）

障害児等療育支援事業 他

○在宅の重度心身障害児、知的障害児、身体障害児の地域における生活を支えるため、障害児施
設の有する機能を活用し、地域における療育機能の充実を図った。

特別支援学校就職促進事業 他

○特別支援学校高等部生徒の主体的な就業意識や就業選択意識等を育成
し、生徒及び事業所等の相互理解を促進するとともに、産業現場等にお
ける実習体験を円滑に実施するための条件整備を図った。

子どもの居場所
学習支援、食事提供

悩み相談

支援が必要
な子ども

発見
紹介

相談・支援
機関へ
つながる
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○子どもの権利擁護の推進 ○命を大切にする心を育む環境づくりの推進
○次代の親の育成の推進 ○自然とふれあう体験交流の促進
○子どもの生きる力、豊かな心の育みの支援 ○学校・家庭・地域の連携強化による社会全体の教育力の
○少年非行や不登校などに対する対策の充実 向上

施策の目標指標施策の目標

R2 主な事業の実施状況

・スクールソーシャルワーカー(SSW)やスクールカウンセ
ラー(SC)の配置拡充と、いじめの組織的対応の中核と
なる教員の資質向上

・地域における家庭教育支援体制の整備
・高校生の県内定着に向け、県内企業を知る機会を提供
し県内就職率の上昇を目指す

課題

施策の基本方針 ５ 健やかに心豊かに育つように
－豊かな心、命を大切にする心を育む支援と健全育成を推進します－

○いじめ防止対策のため、協議会の設置や予防
に関する普及啓発を行うとともに、スクール
ソーシャルワーカー（SSW）やスクールカウンセ
ラー（SC）の配置を拡充し、体制を強化したほ
か、ハートケアアドバイザーによる生徒指導上
問題を抱える学校訪問を実施し、早期解決の支
援を行った。

○地域全体で家庭教育を支援していく機運を高
めるとともに、支援ネットワーク作り等に取り
組んだ。また、地域で子育てを応援する家庭教
育支援者やリーダーを育成する講座を開催した。

指標 基準値
(R1)

実績
(R2)

目標事業
量(R2)

あおもり家庭教育
アドバイザーへの
申請可能者による
登録率

92% 86% 95%

○「ジョブカフェあおもり」を運営し、若年者等
に対し、職業に関する情報提供、キャリアカウン
セリング、各種セミナー等の総合的な支援サービ
スを提供した。
○職業人として必要な能力や態度を育成するため
の講座・研修会等、高校生の就職時における付加
価値を高める取組を行った。

指標 基準値
（H30）

実績
(R2)

目標事業
量(R2)

新規高卒者
の就職率

99.9% 99.6%
※未確
定値

100%

・スクールソーシャルワーカ―(SSW)やスクールカウンセ
ラー(SC)の配置のほか、校内におけるいじめの組織的
な対応が必要

・地域全体で家庭教育を支援していく機運の醸成
・高校生の県内就職率が低い

55事業 【1,445,265千円】

指標 基準値
(R1)

実績(R2) 目標事業
量(R6)

ＳＣ派遣率 ①小中学
校 100%
②高校
11.9%

①100%
②11.9%

①100%
②23.7%

SSW配置
人数

28人 28人 30人

今後の取組の方向性

いじめ防止対策推進事業 他 ジョブカフェあおもり運営・推進事業 他

あおもり家庭教育支援総合事業 他 あおもり文化みらいびと育成事業

○子どもの頃から地域に
対する誇りと愛着を持て
る、社会教育・学校教育
と親和性の高い文化芸術
体験・学習プログラムを
作成し、ふるさと青森の
文化を担うみらいびとの
育成を推進する。

目標指標
プラン策定時 R2年 R6年

実績 目標値

学校が楽しいと思
う児童・生徒の割
合

87.2%

89.1% 増加
（H30）

不登校児童生徒数
（公立）

1,495人 R3.10公表 1,400人

(H30)

いじめ問題の解消
率 小～高83.8% R3.10公表 小～高96.0%

（H30）
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○子どもの安全の確保
○子育てを支援する生活環境づくり
○子どもの非行防止と健全な社会環境の形成

施策の目標指標施策の目標

R2 主な事業の実施状況

今後の取組の方向性

施策の基本方針 ６ 安全・安心な子育てをするために

－子どもが安全に生活できる環境づくりを支援します－

＜JUMPシンボルマーク＞

○児童・幼児等に映像によりわかりやす
く理解させるため、交通安全視聴覚教材
（DVD)を整備し、幼稚園、学校等が実施
する交通安全教室等で活用することによ
り、交通安全意識の高揚を図った。

○青少年の適切なインターネット利用に対する社会全体
の関心を高め、SNS等を介したいじめや犯罪被害を未然に
防止するため、安全・安心なネット利用環境づくりの啓
発キャンペーンを実施した。
○低年齢層、特に小学生への規範意識の向上を図るため、
JUMP活動を通じた中学生による小学生への指導、自ら考
える心を育む研修会の開催など、JUMPチーム活動の更な
る活性化により非行防止を図る。

○受動喫煙防止対策を実施
している施設及びタクシー
等の車両について登録を行
い、ステッカーを交付して
店頭表示や車両表示を行っ
た。

・歩行者保護に関する取組を実施し、交通ルール・マナー
の向上を図る

・青少年の適切なネット利用環境づくりの継続

課題

・信号機のない横断歩道における一時停止率が低い
・コロナ禍による青少年のネット利用の機会増加、長時間
化、低年齢化が懸念される

29事業 【1,958,636千円】

「空気クリーン施設」・「空気ク
リーン車」推進事業

青少年の安全・安心なネット利用環境づくり推進事業 他

ＪＵＭＰシンボルマーク

県営住宅における入居資格の緩和措置 他

交通安全視聴覚教材貸出事業

目標指標 プラン策定時

R2年 R6年

実績 目標値

子どもの交通人
身事故死傷者数

167人

154人 減少

（H30）

チャイルドシー
ト使用率

73.5%

調査中止 増加

（R1）

福祉犯被害少年
数

42人

55人 減少

（H30）

指標 基準値
(H30)

実績
(R2)

目標事
業量
(R6)

交通安全視
聴覚教材
（DVD）貸出本
数

143本 98本 200本

R2年度末

認証数 4,704件

○子育て世帯（小学校就学の始期に達するまでの者
を含む世帯）の県営住宅への入居基準について、入
居収入基準を、通常15万8千円/月以下のところを21
万4千円/月以下とする緩和措置を講じた。
○子育て世帯を含む住宅確保要配慮者の入居を拒ま
ない民間賃貸住宅の登録と入居に関する情報提供を
行った。
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